
秋田県毒物劇物販売業登録等手数料徴収条例の一部を改正する条例について

１ 改正内容

⑴ 秋田県毒物劇物販売業登録等手数料徴収条例（平成１２年秋田県条例第３９

号）の一部改正（第１条による改正）

① 題名を秋田県毒物及び劇物取締法関係手数料徴収条例に改めることとす

る。

② 次の申請をする者から手数料を徴収することとする。（第２条関係）

（１件につき）

区分 手数料の額

毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の申請 ２７，２００円

毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新の申請 １０，２００円

毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の変更の申請 ５，２００円

③ その他所要の規定の整理を行うこととする。

⑵ 秋田県毒物及び劇物取締法関係手数料徴収条例の一部改正（第２条による改

正）

次の申請等に係る手数料の額を引き上げることとする。（第２条関係）

（１件につき）

区分 改正前 改正後

毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の ２７，２００円 ３１，６００円

申請

毒物又は劇物の販売業の登録の申請 １４，７００円 １６，１００円

毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の １０，２００円 １１，８００円

更新の申請

毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請 ６，４００円 ７，８００円

毒物劇物取扱者試験の受験の出願 １０，５００円 １１，０００円

毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の ５，２００円 ５，８００円

変更の申請

毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業 ２，４００円 ２，５００円

の登録票の書換え交付の申請

２ 施行期日等

この条例は、令和２年４月１日から施行することとする。ただし、１⑵は、



同年７月１日から施行することとする。



秋
田
県
毒
物
劇
物
販
売
業
登
録
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

新
旧
対
照
表

秋
田
県
毒
物
劇
物
販
売
業
登
録
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

秋
田
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

秋
田
県
毒
物
劇
物
販
売
業
登
録
等
手
数
料
徴
収
条
例

（
手
数
料
の
額
）

（
手
数
料
の
額
）

第
二
条

手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条

手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入

業
の
登
録
の
申
請

一
件
に
つ
き

二
万
七
千
二
百
円

二

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
販
売
業
の
登
録
の

一

法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
販
売
業
の
登
録
の

申
請

一
件
に
つ
き

一
万
四
千
七
百
円

申
請

一
件
に
つ
き

一
万
四
千
七
百
円

三

法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入

業
の
登
録
の
更
新
の
申
請

一
件
に
つ
き

一
万
二
百
円

四

法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
販
売
業
の
登
録
の

二

法
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
販
売
業
の
登
録
の

更
新
の
申
請

一
件
に
つ
き

六
千
四
百
円

更
新
の
申
請

一
件
に
つ
き

六
千
四
百
円

五

略

三

略

六

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入

業
の
登
録
の
変
更
の
申
請

一
件
に
つ
き

五
千
二
百
円

七

令
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
、
輸

四

令
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の

入
業
又
は
販
売
業
の
登
録
票
の
書
換
え
交
付
の
申
請

販
売
業
の
登
録
票
の
書
換
え
交
付
の
申
請

一
件
に
つ
き

二
千
四
百
円

一
件
に
つ
き

二
千
四
百
円

八

令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
、
輸

五

令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の

入
業
又
は
販
売
業
の
登
録
票
の
再
交
付
の
申
請

販
売
業
の
登
録
票
の
再
交
付
の
申
請

一
件
に
つ
き

四
千
円

一
件
に
つ
き

四
千
円

六

令
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は

輸
入
業
の
登
録
（
製
剤
製
造
業
者
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
申
請

一
件
に
つ
き

二
万
七
千
二
百
円



七

令
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
法
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は

輸
入
業
の
登
録
の
更
新
（
製
剤
製
造
業
者
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の

申
請

一
件
に
つ
き

一
万
二
百
円

八

令
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は

輸
入
業
の
登
録
の
変
更
（
製
剤
製
造
業
者
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の

申
請

一
件
に
つ
き

五
千
二
百
円

秋
田
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
手
数
料
の
額
）

（
手
数
料
の
額
）

第
二
条

手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条

手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入

一

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入

業
の
登
録
の
申
請

一
件
に
つ
き

三
万
千
六
百
円

業
の
登
録
の
申
請

一
件
に
つ
き

二
万
七
千
二
百
円

二

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
販
売
業
の
登
録
の

二

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
販
売
業
の
登
録
の

申
請

一
件
に
つ
き

一
万
六
千
百
円

申
請

一
件
に
つ
き

一
万
四
千
七
百
円

三

法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入

三

法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入

業
の
登
録
の
更
新
の
申
請

一
件
に
つ
き

一
万
千
八
百
円

業
の
登
録
の
更
新
の
申
請

一
件
に
つ
き

一
万
二
百
円

四

法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
販
売
業
の
登
録
の

四

法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
販
売
業
の
登
録
の

更
新
の
申
請

一
件
に
つ
き

七
千
八
百
円

更
新
の
申
請

一
件
に
つ
き

六
千
四
百
円

五

法
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
受

五

法
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
受

験
の
出
願

一
件
に
つ
き

一
万
千
円

験
の
出
願

一
件
に
つ
き

一
万
五
百
円

六

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入

六

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入

業
の
登
録
の
変
更
の
申
請

一
件
に
つ
き

五
千
八
百
円

業
の
登
録
の
変
更
の
申
請

一
件
に
つ
き

五
千
二
百
円

七

令
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
、
輸

七

令
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
、
輸

入
業
又
は
販
売
業
の
登
録
票
の
書
換
え
交
付
の
申
請

入
業
又
は
販
売
業
の
登
録
票
の
書
換
え
交
付
の
申
請

一
件
に
つ
き

二
千
五
百
円

一
件
に
つ
き

二
千
四
百
円



八

略

八

略

秋
田
県
標
準
事
務
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
（
附
則
第
二
項
に
よ
る
改
正
）

新

旧

（
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
関
係
手
数
料
）

第
六
条

削
除

第
六
条

県
は
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
に
つ
い
て
次

の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
を
す
る
者
か
ら
、
一
件
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
額
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

一

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸

入
業
の
登
録
（
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二

百
六
十
一
号
）
第
三
十
六
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
登
録
を
除

く
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
請

二
万
七
百
円

二

法
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸

入
業
の
登
録
の
更
新
の
申
請

六
千
八
百
円

三

法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
く
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
又
は
輸
入
業
の
登
録
の
変
更
の
申
請

三

千
二
百
円


